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2022 年度認定看護管理者教育課程サードレベル募集要項 

 

１ 教育目的  

 多様なヘルスケアニーズをもつ個人、家族、地域住民及び社会に対して、質の高い組織的看護 

サービスを提供するために必要な知識・技術・態度を習得する。 
 
  

２ 主 催  公益社団法人宮城県看護協会 
 

３ 開催期間   
前期 2022 年  9月 6日（火）～ 9月 30日(金) 

後期 2022 年 10 月 17日（月）～11月 11日(金) 
  
 
４ 研修場所 宮城県看護協会会館・看護研修センター 
 
５ 受講定員  25 名 
 

６ 受講要件 

１）日本国の看護師免許を有する者 
２）看護師の免許を取得後、実務経験が通算５年以上ある者 

３）認定看護管理者教育課程セカンドレベルを修了している者。または看護部長相当の職位に 

  ある者、もしくは副看護部長に相当する職位に 1年以上就いている者 

 
７ カリキュラムおよび講師  参照「サードレベルカリキュラム概要」 

※カリキュラムの詳細は、後日ホームページに掲載します。 
   
 
８ 日  程       
  ※日程の詳細についてもカリキュラム同様ホームページに掲載します。 
   

 

９ 受講申込み方法 

１）提出書類 （書式はホームページからダウンロード可能） 
（1）認定看護管理者教育課程サードレベル受講調書 （様式３－１） 
（2）セカントレベル修了証明書の写し＜修了者のみ＞ 
（3）勤務証明書  ＜セカンドレベル未修了者のみ＞（様式３－２） 
（4）小論文 （様式３－３）  

 
２）申込期間    2022年 5月 20日（金）～6月 3日（金）必着 

  
10  受講者の選考および通知 

   １）以下の選考基準により、認定看護管理者教育課程運営審査委員会で審議決定する。 

(1) 受講要件を満たしていること。 
(2) 小論文が 60 点以上であること（ただし、定員を超える応募の場合は、得点が上位の者から 

合格とする）。評価基準については様式３－３参照。 
 
 ２）選考結果は、本人に通知する。 
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11 経費について 
    １）受講経費 

(1）日本看護協会会員  受講料      260,000円 (レポート審査料含) 

 

(2）非 会 員     受講料         390,000円 （レポート審査料含） 

    
受講決定の場合、通知文書に「払込取扱票（振込用紙）」を同封しますので、受講料および 
科目審査料を最寄りの郵便局より指定の期日までに振り込んでください。 
 

   ２） 実習（統合演習Ⅲ）経費 
    (1) 実習謝金は、看護協会が一人定額 5,000円を負担するが、超過分は自己負担。 
    (2) 旅費・宿泊費は自己負担。 
 

12 修了要件および修了証の交付 

１）修了要件 

  必要な科目の習得をもって修了とする。科目の習得とは（1）(2)の要件を満たした場合をいう。 

（1）各科目の所定時間数の 4/5以上の出席があること 
（2）各科目の成績がＣ以上であること 

評定基準は５段階（Ｓ:100～90点、Ａ：89～80点、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、 
Ｄ：59 点以下) 

Ｄの場合は、１回のみ再評定を受ける機会がある。 
２）修了審査 

修了要件に基づき、認定看護管理者教育課程運営審査委員会で審査する。 

３）修了証明書の交付 

審査の上、修了要件を満たした者には、修了証明書を宮城県看護協会長が交付する。 

４）修了要件を満たさなかった場合 

修了要件を満たさなかった科目については、次回開催時に受講することができる。 
 

13 事前ガイダンスについて 

  サードレベル研修をスムーズに進めるにあたって、開催前に事前ガイダンスを実施する。 

日時：2022 年 8月初旬予定（受講決定時に案内） 

 

14  応募・問い合わせ先 

           
宮城県看護協会 教育部 認定看護管理者教育課程 専任教員  

 
         〒980-0871 仙台市青葉区八幡二丁目 10－19 
 

    TEL 080－2110－4990(専任教員直通)    
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認定看護管理者カリキュラム(2022 年度概要)                                              2018 年 3 月 9 日改正           
教育課程 サードレベル 
教育目的 多様なヘルスケアニーズをもつ個人、家族、地域住民及び社会に対して、質の高い組織 的看護サービスを提供するため

に必要な知識・技術・態度を習得する。 

 
到達目標 

 1．保健医療福祉の政策動向を理解し、それらが看護管理に与える影響を考えることがで きる。 
 2．社会が求めるヘルスケアサービスを提供するために、看護現場の現状を分析し、データ化して提示することができる。 
 3．経営管理の視点に立ったマネジメントが展開できる。 

教科目 時間数 単元 教育内容 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
論
Ⅲ 

30 社会保障制度・政策の動向 ・社会保障の将来ビジョン          
・グローバルな視点から見た保健医療福祉、WHO の活動、国連 SDGs 等 

 

看護制度・政策の動向 

 

 ・看護制度の変遷と政策 
 ・看護政策に関する審議会・検討会 
 ・制度変化に伴う看護管理への 
   影響と対応 
 ・看護戦略とパワーの活用 
 ・職能団体による政策への影響力 

 

 

ヘルスケアサービスの創造 

 

 ・ヘルスケアサービスのマーケティング 
 ・社会的企業（ソーシャルエンタープライズ） 
 ・NGO、NPO のヘルスケアサービス 
 ・地域連携を基盤としたヘルスケアサービス 
 ・在宅におけるヘルスケアサービス 
 ・ヘルスケアサービスのシステム構築 
 ・看護事業の開発と起業 
 ・テクノロジーの活用 

 
 
 
2 

 

組
織
管
理
論
Ⅲ 

30   

 

組織デザインと組織運営 

 

 

 ・組織のデザイン 
 ・組織間ネットワークのデザイン 
 ・地域連携ネットワークのデザイン 
 ・ダイバーシティ 
 ・組織運営に必要な能力 
 ・経営者に求められる役割と必要な能力 
 ・組織戦略とパワーの活用 
 ・経営者としての成長と熟練 

組織における倫理  ・組織における倫理的課題 
 ・倫理的課題に対する組織的対応 

 
 

3 

 

人
材
管
理
Ⅲ 

15  

 社会システムと労務管理 

 

・賃金制度 
・労働関係法規の最新の動向 
・建設的な労使関係の構築 
・ハラスメントの組織的対応 
・人事考課 
・能力評価のためのシステムの構築 
・人材フローのマネジメント 

看護管理者の育成 ・看護管理者の能力開発、活用 

 
 
4 

 
資
源
管
理
Ⅲ 

30 経営戦略 ・医療経営の特徴と課題 
・医療施設、介護福祉施設、訪問看護ステーション等の経営の特徴と課題 
・戦略策定 

財務管理 ・財務会計 
・管理会計 
・資金管理 

組織的情報管理 ・関連法規の遵守 
・地域における情報有・活用 

 
5 

 

質
管
理
Ⅲ 

30 経営と質管理 ・ガバナンスとアカウンタビリティ 
 ・医療・看護の質とデータ活用  
 ・第三者評価 

組織の安全管理  ・安全文化の醸成                                                         
 ・医療事故防止のための組織的対策 
 ・危機管理 

 
6 
 

 

統
合
演
習
Ⅲ 

 45 
 

統合演習 １ ・統合演習について・まとめ方他 

・学習内容を踏まえ、受講者自身が演習内容を企画し実施する。      
①自組織についてトップとして 組織を分析し改善計画を立案する。   

統合演習 ２ ②保健医療福祉組織や看護の現状について、統計データを分析し、保健医療福祉サービス提供体制

についての政策提言をする。資源管理演習及び実習の成果と連動させ、各自発表する。 

 実習 ・経営の実際を学ぶための実習を受講者自身が企画し実施する 
・他施設の看護トップマネージャーの実践活動の見学を通し、経営管理の視野を広げる。 

 
7 

そ
の
他 

9 開講式・閉講式・ガイダンス他  

計  189   

 


